
奈良県光熱費等高騰対策医療機関等支援給付金給付要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 知事は、光熱費等の高騰の影響を受けた医療機関等に対し、医療提供の負担を

軽減し、県民が安心して医療を受けることができる体制を確保するため、予算の範囲

内において、医療機関等に対し奈良県光熱費等高騰対策医療機関等支援給付金（以下

「給付金」という。）を給付するものとし、その給付に関しては、この要綱の定める

ところによる。 

 

 （給付金の給付事業と対象者等） 

第２条 給付金の給付の対象となる事業（以下「給付対象事業」という。）、対象とな

る者（以下「給付対象者」という。）及び給付金の額は、別表のとおりとする。 

２ 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 病院・診療所・薬局 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第

１号の指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局 

 (2) 助産所 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第８条の規定による届出をした助

産所 

 (3) 訪問看護事業所 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項又は第

５３条第１項の指定を受けた訪問看護事業所（同法第７１条第１項又は第１１５条

の１１により指定があったとみなされる事業所を除く。） 

 (4) 施術所 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和２２

年法律第２１７号。以下「あはき法」という。）第９条の２又は柔道整復師法（昭

和４５年法律第１９号）第１９条の規定により届出し、療養費の受領委任の取扱い

の承諾又は登録を受けた施術所 

３ 第１項の規定にかかわらず、給付対象者のうち、市町村、地方公共団体の組合、独

立行政法人国立病院機構又は独立行政法人地域医療機能推進機構が開設するものは、

給付金の給付対象者としないものとする。 

４ 施術所に係る別表の給付金の額の適用について、当該施術所が同一の施設において、

あはき法及び柔道整復師法に基づき施術を行う場合にあっては、これを一の施術所と

みなすものとする。 

５ 別表に規定する（１）光熱費等関係支援事業にあっては令和５年８月１日時点にお

いて、（２）入院患者食材料費関係支援事業にあっては令和５年１２月１日時点にお

いて、現に開設されているものに支給するものとし、休止しているものには支給しな

い。 

 

 



 （給付金の給付の申請等） 

第３条 給付金の給付を受けようとする給付対象者は、奈良県電子自治体共同運営シス

テム電子申請サービス（以下「ｅ－古都なら」という。）により、給付金の申請及び

請求をしなければならない。この場合において、給付対象者は、知事が別に定めて通

知するｅ－古都ならの利用方法に従い、申請及び請求を行うものとする。 

 

 （申請の受付開始日及び期限） 

第４条 前条の規定により申請及び請求を行う給付対象者（以下「申請者」という。）

は、別表に掲げる期間内に申請及び請求をしなければならない。 

 

 （給付の決定等） 

第５条 知事は、申請者からｅ－古都ならにおける申請及び請求があった場合において、

医療機関等の開設、病床の数その他の内容を審査し適当と認めるときは、給付金の給

付を決定するものとする。 

２ 知事は、給付金の給付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な

条件を付けるものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による給付の決定後、遅滞なく、その旨をｅ－古都ならその

他の方法により申請者に対し通知し、及び給付金を交付するものとする。  

４ 知事は、申請者から第３条に規定する申請及び請求があった場合において、その内

容を審査し不適当と認めるときは、申請者に対し、理由を付してその旨を通知するも

のとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第６条 前条第１項の規定による決定を受けた給付対象者は、給付金の給付の申請を取

り下げようとするときは、同項に規定する申請及び請求の日から５日以内に取下げの

旨及びその理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

 （給付金の給付等に関する周知） 

第７条 知事は、給付金の給付に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開

始日等の事業内容について、通知、広報その他の方法により、第２条第１項に規定す

る給付対象者に対し、周知するものとする。 

 

 （申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第８条 知事が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第４条に規定する申請

及び請求の期限までに、第３条の規定による申請及び請求を行わなかった給付対象者

については、給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。 



２ 知事が第５条第１項の規定による給付の決定を行った後、ｅ－古都ならにおける申

請及び請求に係る内容の不備による振込不能等があり、県が確認等に努めたにもかか

わらず、その内容等の補正が行われず、第５条第１項の規定による決定を受けた申請

者（以下「給付金受領者」という。）の責に帰すべき事由により給付ができなかった

ときは、当該申請及び請求が取り下げられたものとみなす。 

 

 （指示及び検査） 

第９条 知事は、給付金受領者に対し、必要な指示及び検査を行うことができる。 

 

 （給付の決定の取消し） 

第１０条 知事は、次のいずれかの場合は、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

 (1) 第５条第２項の規定により知事が付けた条件に違反したとき。 

 (2) 給付金受領者が、前条の規定による知事の指示に従わなかったとき、又は検査を

拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。 

 (3) 給付金受領者が、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。 

 (4) 給付金受領者が、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないこと

が明らかとなったとき。 

 (5) 同一の医療機関等が、重複して給付金の給付を受けたことが明らかとなったとき。 

 

 （給付金の返還） 

第１１条 前条の規定により、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消した場合に

あっては、知事は、当該取消しに係る部分に関し既に給付した給付金の返還を命ずる

ものとする。 

 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１２条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１２月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年７月４日から施行する。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１２月１５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき給付金の申請をしている者に係る

給付金については、なお従前の例による。 

 

 

別表（第２条関係） 

給付対象 

事業 
給付対象者 給付金の額 申請期間 

（１） 

光熱費等関

係支援事業 

病院 

診療所（医療法第７条第

２項に掲げる病床（以下

「病床」という。）を有

するもの） 

病床の数（※１）に

３５，０００円を乗

じた額 

令和５年８月２８日 

から 

令和５年１１月１０日 

まで 

診療所（病床を有しない

もの） 

薬局 

助産所 

訪問看護事業所 

施術所 

３５，０００円 同上 

（２） 

入院患者食

材料費関係

支援事業 

 

病院 

診療所（病床を有するも

の） 

病床の数（※２）に

６，４００円を乗じ

た額 

令和６年１月１５日 

から 

令和６年１月２６日 

まで 

※１ 令和５年８月１日時点の病床の数を適用する。 

※２ 令和５年１２月１日時点の病床の数を適用する。 


